
門真市における包括的支援体制（案）

困りごとを抱えた
住民や世帯

相談 各支援機関

高齢、障がい、生活困窮、子ども分野
の相談窓口 など

各課・各機関で
対応できるケース

各分野での支援
（これまでと同様）

終結

複雑化・複合化しているケース

多機関協働

支援会議の開催

本人同意あり 本人同意なし

・ プランの作成と適切性の協議
・ プラン終結時等の評価
・ 社会資源の充足状況の把握と開発に
むけた検討

・ 気になる事案の情報提供・情報共有
・ 見守りと支援方針の理解
・ 緊急性がある事案への対応

多機関協働担当
【 支援会議について 】

■個別のケースを通じた課題整理や役割分担を

確認する

■対象ケースの相談があった場合に随時会議を開

催し、そのケースに合わせて会議メンバーを招

集する

■支援会議では、本人の同意がないケースについ

ても、社会福祉法で構成員に対する守秘義務が

設けられており、個人情報の共有が可能

具体的な支援の検討 潜在的なケースを支援に繋げる検討
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資料１



多機関協働機関の役割
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知り合う

ケース検討や互いの取組共有を通じ
て、支援者間の顔の見える関係づく
りを進める

わかり合う

各機関で、支援が必要な対象者を把握
したときに、円滑な連携や支援のつな
ぎを行えるよう、各機関相互の取組
について理解を深めるよう支援

内容の共有を行う

支援する

各相談窓口・支援機関では対応や解決
が困難なケースについて、多機関が協
働して支援の方向性の検討やプランを
作成し、モニタリング等を行う

見つける

気になるケース・潜在的なケー
スについて、多機関で情報を共
有し、支援の方向性やアプロー
チの方策などについて検討する



今後の進め方

●多機関協働に取り組み、課題や改善点の洗い出しを行う
●必要に応じて、取組内容を見直した上で、多機関協働を含めた対象者への支援体制を検討し、実施するための計画
を作成する

●多機関協働のための具体的な仕組み（どのような会議にするのか、支援の流れなど）について、市関係課・各
分野の基幹相談機関を中心に検討を行う
●現状の相談事業や連携会議など既存の取組を整理する（棚卸作業）

新たな包括的支援体制での支援や取組を実施（令和８年度を目途に）
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